
1．職員の任免及び職員数等に関する状況

①部門別職員数の状況 (各年4月1日現在)

（注）１．職員数は一般職に属する職員数であり、派遣職員などを含み、会計年度任用職員を除きます。

　　　２．教育には教育長は含んでいません。
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市川市人事行政の運営等の状況

令和2年
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　「市川市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例」に基づき、市職員の給与と人事行政の運営
等の状況を以下のとおり公表します。
　この公表は、地方公共団体の人事行政運営の公正性、透明性を高めることを狙い、令和６年度の人
事や給与、福利などの実態を市民の皆さんにご理解いただくためのものです。

　　　      　　　区　　分

　部　　門

職員数 対前年度増減数

令和3年 令和4年 令和5年 令和6年

一
般
行
政
部
門

商工

249衛生 305 305 314

令和7年

0

令和3年 令和4年 令和5年 令和6年

0 1 1 0

税務

議会 20 21 22

572

22

総務企画 527 538

議会

1% 総務企画

18%

税務

4%

民生

25%

衛生

8%
商工・労働

1%

農林水産

1%

土木

10%

教育

10%

消防

17%

下水道事業等

5%

部門別職員構成 3,123人
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②職員の採用及び退職の状況
採用者数 (令和６年度) 職員採用試験の状況 (令和５年度) 退職者数 (令和６年度)

２．人件費の状況 (令和6年度普通会計決算)

令和6年度の普通会計決算における人件費の状況は下表のとおりです。

３．職員給与費の状況

令和7年度一般会計当初予算における職員給与費の状況は下表のとおりです。

（注）職員手当には退職手当を含みません。

(注)採用者数と退職者数には、
短時間勤務の再任用職員を含
みます。

(注) 左表の採用者数と合格者数の差の主な
ものは、合格後の採用辞退および選考による
採用です。

Ｂ／Ａ

全職員
13,050,927千円 4,456,870千円 5,887,073千円 23,394,870千円 7,028千円

3,329人

うち常勤職員
11,999,846千円 4,286,642千円 5,510,529千円 21,797,017千円 7,424千円

2,936人

4,447千円

2,726千円
うち短時間勤務職員

161,617千円 37,154千円 237,167千円

うち会計年度任用職員
（フルタイム）

889,464千円 133,074千円 338,148千円 1,360,686千円

期末・勤勉手当 　　　　　計　　　　Ｂ

38,396千円
87人

306人

496,089人 184,985,181千円 4,025,468千円 32,189,522千円 17.4% 17.3%

動物飼育員 3人 動物飼育員 51人 3人 任期付期間満了 17人

会計年度任用職
員（フルタイム）

339人

計 530人

　人件費とは、一般職員に支給される給与と市長や議員など特別職に支給される給料、報酬、手当の他、共済費(社会保険料の事業主負担分
に相当するもの)などを含む経費の合計をいいます。

住民基本台帳人口 歳 出 額
実質収支

人件費 人件費率 （参考）

(令和7年3月31日現在) Ａ Ｂ Ｂ／Ａ 令和5年度の人件費率

育児休業代替
任期付職員

消防職

再任用

獣医師 1人

18人 消防職 75人 18人

計155人 582人9人 計 1,476人

339人

普通 81人1人獣医師 6人

死亡 5人

50人
育児休業代替
任期付職員

64人 41人

再任用任期満了 70人

保健師 3人 保健師 22人 2人 早期

臨床心理士 11人 2人

13人

臨床心理士 1人

一般行政職 106人 一般行政職 1,247人 88人 定年 57人

職　種 採用者数 職　種 応募者数 合格者数 退職事由 退職者数

会計年度任用職員
（フルタイム）

職員数 給 与 費 一人当たり給与費

Ａ 給　 料 職員手当

一般行政職

56%

技能労務職

4%

福祉職

12%

消防職

16%

税務職

5%

教育職

2%

看護保健職

3% 医師・医療職

2%

部門別職員構成 3,123人
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４．職員の平均給料月額、平均給与月額及び平均年齢の状況 (令和7年4月1日現在)

 　

会計年度任用職員以外の職員

円 円

円 円

円 円

円 円

円 円

円 円

会計年度任用職員（フルタイム）

円 円

円 円

円 円

(注) 平均給与月額とは、給料と職員手当 (期末・勤勉・退職手当を除く。) の合計です。

（注） １．ラスパイレス指数とは、国家公務員（一般行政職）の給料を１００として比較した給料水準です。

２．類似団体平均とは、人口規模、産業構造が類似している団体のラスパイレス指数を単純平均したものです。

５．職員の初任給の状況 (令和7年4月1日現在)

　学校卒業後すぐに採用された者の初任給月額は下表のとおりです。

円

円

円 円

技能労務職 190,507 215,059

255,088

総合職（大卒）

一般職（大卒）

57歳4ヶ月

初　　任　　給

技能職

230,000

220,000

市　　川　　市

225,600

高　校　卒 192,500 円

高　校　卒 194,500

区 分

円
一般行政職

大　学　卒

国

一般職（高卒） 188,000

319,180

447,754

幼稚園教育職

区　　分 平均給料月額 平均給与月額 平均年齢

一般行政職

一般行政職 212,810

331,721

47歳7ヶ月

311,818 386,616

うち学校給食員 345,282 416,376

うち用務員 295,307 351,804

専門職 247,486 266,035 47歳8ヶ月

42歳3ヶ月

313,940 385,981 57歳2ヶ月技能労務職

区　　分 平均年齢平均給料月額 平均給与月額

うち清掃職員

390,195 41歳7ヶ月

期末・勤勉手当
給与費のうち 25.1％
（58億8,707万3千円）

（R1）

102.1 （R1）

100.2

（R1）

98.9

(R6)

101.1 (R6)

99.6

(R6)

98.6

90.0

95.0

100.0

105.0

110.0

市川市 類似団体平均 全国市平均

ラスパイレス指数

給 料
給与費のうち 55.8％
（130億5,092万7千円）

職員手当
給与費のうち 19.1％

（44億5,687万円）

給与費

（233億9,487万円）
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６．職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況 (令和7年4月1日現在)

会計年度任用職員を除く、一般行政職、技能労務職及び教育職の学歴別及び経験年数別の平均給料月額は下表のとおりです。

円 円 円

円 円 円

円 円 円

(注) 経験年数には、採用前に民間勤務歴がある場合などはその期間を換算し、採用後の年数に加算した年数も含まれます。

７．一般行政職の級別職員数の状況 (令和7年4月1日現在)

　一般行政職の級別職員数とその構成は下表のとおりです。

 (注) 標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職務です。

一般行政職の級別職員構成

一般行政職
283,535

経 験 年 数 １ ０ 年 経 験 年 数 １ ５ 年

1.9%12.6% 7.4%

7.4% 1.6% 1.6% 100.0%

構成比 13.8% 1.8% 1.4% 100.0%

参
考

1年前の構成比 12.8% 12.7% 16.2% 13.0%

5年前の構成比 11.6% 11.4% 15.3%

21.9% 1.5% 100.0%

12.7% 25.8% 12.6%

部長

職員数 224 2229 1,622人197 259 242 336 201 112

標準的な職務内容 主事 主任主事 主任 主査 副主幹 主幹 課長 次長

教　育　職
大　学　卒

高　校　卒 該当なし 該当なし 該当なし

中　学　卒 該当なし 該当なし

280,600

区分 1級 2級 3級 4級 5級 6級 7級 8級 9級 計

386,050367,600

経 験 年 数 ２ ０ 年

該当なし

大　学　卒

264,775

高　校　卒 該当なし 該当なし

302,450

369,221

高　校　卒

該当なし

区　　　         分

329,261

技能労務職

308,650

12.1% 16.0% 14.9% 20.7% 12.4% 6.9%

1級 13.8% 1級 12.8% 1級 11.6%

2級 12.1% 2級 12.7% 2級 11.4%

3級 16.0% 3級 16.2%
3級 15.3%

4級 14.9% 4級 13.0%
4級 12.7%

5級 20.7% 5級 21.9% 5級 25.8%

6級 12.4% 6級 12.6% 6級 12.6%

7級 6.9% 7級 7.4% 7級 7.4%

8級 1.8% 8級 1.9% 8級 1.6%

9級 1.4% 9級 1.5% 9級 1.6%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

令和7年の構成比 1年前の構成比 5年前の構成比
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８．期末手当・勤勉手当 (令和7年4月1日現在)

　期末・勤勉手当は、民間企業の賞与などに相当するものです。職員に支給された割合は下表のとおりです。

(注)会計年度任用職員には、期末手当のみ支給しています。

９．退職手当の状況 (令和7年4月1日現在)

　職員が退職した場合に支給される退職手当は、退職時の給料月額に退職事由や勤続年数に応じた一定の率を乗じて得た額になります。

勤続２０年 月分 月分 勤続２０年 月分 月分

勤続２５年 月分 月分 勤続２５年 月分 月分

勤続３５年 月分 月分 勤続３５年 月分 月分

最高限度額 月分 月分 最高限度額 月分 月分

その他の加算措置 定年前早期退職特例措置 その他の加算措置 定年前早期退職特例措置

（2％～45％加算） （2％～45％加算）

１人当たり平均支給額　　 千円 千円

(注)1人当たり平均支給額は、令和6年度実績額です。

（支給率） 自己都合 応募認定・定年

39.7575 47.709 39.7575 47.709

47.709 47.709 47.709 47.709

2,080 12,019

28.0395 33.27075 28.0395 33.27075

19.6695 24.586875

12月期 1.25月分

区分

市　　　　　　　　　　　川　　　　　　　　　　　市 国

支給実績(令和6年度決算) 6,662,942 千円
－

１人当たり年間平均支給額

2.3月分

千円

6月期

計

職制上の段階、職務の級などによる加算措置あり 職制上の段階、職務の級などによる加算措置あり

市　　　　　　　　　　　川　　　　　　　　　　　市 国

1.05月分 2.3月分 1.25月分 1.05月分

計

1.25月分 1.05月分 2.3月分 1.25月分

2.3月分

2.5月分 2.1月分 4.6月分 2.5月分 2.1月分

2,003

1.05月分

19.6695 24.586875

4.6月分

（支給率） 自己都合等 応募認定・定年

期末 勤勉 計 期末 勤勉
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１０．職員手当の状況 (令和7年4月1日現在)

①地域手当

千円

円

％ ％

②特殊勤務手当

千円

円

％

③時間外勤務手当

千円

円

千円

円

支給職員１人当たり平均支給年額（令和6年度決算） 316,481

支給実績（令和5年度決算） 890,184

支給職員１人当たり平均支給年額（令和5年度決算） 318,492

機関勤務手当 消防職員 消防車、救急車の運転業務 １勤務１８０円、２２０円

消防夜間特殊業務手当 消防職員

１勤務２００円、４００円

夜間特殊業務 １回２６０円

消防特別救助隊員手当 消防職員 特別救助隊員業務 １勤務２６０円

潜水作業手当 消防職員 潜水作業 １回３００円

支給実績（令和6年度決算） 885,196

防疫等作業手当 防疫等作業に従事した職員 防疫等作業 日額３，０００円、４，０００円

飼育作業手当 動物園に勤務する職員 動物飼育作業 日額２００円

出動手当 消防職員 火災、救急業務等

社会福祉指導手当 社会福祉主事などの職務に従事した職員 社会福祉主事等の職務 日額１９０円、２３０円

１回１４０円～５００円

清掃作業手当 ごみの収集、処理作業などに従事した職員 ごみの収集、処理等業務 日額４５０円

葬儀作業手当 火葬、納骨などに従事した職員 葬儀作業 日額４５０円

動物死体処理作業手当 動物死体の処理作業に従事した職員 動物死体処理作業 １件当たり１２０円

水洗便所、浄化槽検査指導手当 浄化槽の管理指導などに従事した職員 検査、管理指導業務 日額２５０円

土木作業手当 土木、公園の作業に従事した職員 道路補修、草刈消毒等 日額４５０円

災害応急作業等手当 災害発生時等に現場作業に従事した職員 土のう積載等業務等 日額５００円

守衛業務手当 守衛業務に従事した職員 守衛業務

特定化学物質取扱手当 特定化学物質の取り扱いに従事した職員 特定化学物質取扱業務 日額３００円

行旅死病人取扱手当 行旅死病人の収容処理に従事した職員 行旅死病人取扱 １件当たり２，５００円、３，５００円

感染症消毒作業手当 感染症の消毒作業に従事した職員 法に規定する一類～三類及び指定感染症 日額６００円

健康相談指導手当 結核患者の健康相談、指導に従事した職員 結核患者の健康相談、指導 日額２００円

予防接種勤務手当 予防接種に従事した保健師、看護師 予防接種業務 日額１５０円

施設勤務手当 作業環境が特殊な施設などに勤務する職員 施設勤務 日額１００円、２３０円

心身障害者訓練手当 心身障害者指導訓練に従事した職員 心身障害者指導訓練 日額２３０円

市川市 12 3,327 8

支給実績（令和6年度決算） 48,836

支給職員１人当たり平均支給年額（令和6年度決算） 59,848

職員全体に占める手当支給職員の割合（令和6年度） 24.5

手当の種類（手当数） 26

手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務 左記職員に対する支給単価

滞納処分手当 財産差押に従事した職員 市税、国保税等差押 日額３００円

調査手当 市税の賦課調査などに従事した職員 税の賦課、評価調査 日額１７０円、２２０円

財産取得交渉手当 財産の取得交渉に従事した職員 財産の取得交渉 日額３５０円

徴収手当 市税など歳入の徴収に従事した職員 市税、保険料等徴収 日額２８０円

支給実績（令和6年度決算） 1,561,569

支給職員１人当たり平均支給年額（令和6年度決算） 469,362

支給対象地域 支給率 支給対象職員数 国の制度（支給率）
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④その他の手当

円

円

円

円

円

円

円

－

官職に応じて46,300円
～139,300円を定額支給

管理職員が週休日または休日
に本来業務以外で勤務した場
合に、職務に応じて5,000円～
10,000円の範囲で支給
平日深夜に勤務した場合は職
務に応じて2,500円～5,000円の
範囲で支給

異

官職に応じて6,000円～
12,000円の範囲で支給

官職に応じて3,000円～
6,000円の範囲で支給

災害派遣手当

17,698

武力攻撃災害等派遣手当

武力攻撃事態などにおける国
民の保護のための措置に関す
る法律などにより国民の保護
のための措置の実施で派遣さ
れた職員が、住所または居所
を離れて市内に滞在することを
要する場合、1日3,970円～
6,620円の範囲で支給

管理職員特別勤務手当

－ －

災害対策基本法などにより災
害応急対策または災害復旧の
ため派遣された職員が、市内に
滞在することを要する場合、1
日3,970円～6,620円の範囲で
支給

－

千円9,380

－

平均支給年額

異

○市内賃貸物件に居住
している職員に対し月
額10,000円を加算支給

240,697 千円

扶養手当 同

住居手当

○借家の場合(家賃16,000円を
超える場合に限る)家賃の額に
応じて月額28,000円を限度に
支給
○市内賃貸物件に居住してい
る職員に対し月額10,000円を加
算支給

225,803243,416

386,352

正規の勤務時間として午後10
時から翌日午前5時まで勤務す
る職員に対し、その勤務1時間
につき勤務1時間当たりの給与
額の100分の25を支給

国の制度
との異同

国の制度と
異なる内容

支給実績
（令和6年度決算）

（令和6年度決算）

千円

支給職員１人当たり

手　当　名 内容及び支給単価

－

通勤手当

○電車・バス　6ヶ月定期相当
額支給
○自転車などを使用する場合
距離に応じて2,000円から
31,600円まで支給 異

○電車、バスを利用す
る場合6ヶ月定期代を基
礎として1ヶ月当たり
55,000円まで全額支給
○自転車などを使用す
る場合　市と国の制度
は同じ

289,910 千円

宿日直手当

宿日直勤務を命ぜられた職員
は、その勤務1回につき4,400円
(医師は20,000円)を支給 同

千円

同

千円 72,322

管理職手当
職務に応じ62,300円～104,200
円を定額支給 異

101,155

822,153

休日勤務手当

休日などにおいて勤務した場
合に、勤務1時間当たりの給与
額の100分の135を支給

同 202,284

52,567 千円 135,832夜間勤務手当

435,741

※満16歳の年度初めから満22歳の

年度末まで子1人5,000円加算

⑴ 7級相当以下

⑵ 8級相当

⑶ 9級相当

子 10,000

上記以外 6,500

配偶者 6,500

0

子

上記以外

子 10,000

上記以外 3,500

10,000
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１１．特別職の報酬等の状況 (令和7年4月1日現在)

　特別職の給料、報酬等は平成19年4月1日より、退職手当は平成25年9月18日より下表のようになっています。

円

円

円

円

円

円

円

※市長の給料は、3割減額の711,200円を支給

※市長の退職手当は、現任期に限り、不支給

１２．勤務時間その他勤務条件の状況

①勤務時間
　職員の勤務時間は原則として次のとおりです。（令和7年4月1日現在）

②休暇制度
　職員の休暇制度は次のとおりです。（令和7年4月1日現在）

(注)会計年度任用職員以外の職員

621,000 12月期 2.3ヶ月分

報
酬

議   長 724,000 計 4.6ヶ月分

副議長 652,000

議   員 604,000

無給休暇

○組合休暇　（職員団体の業務または活動に従事する場合）

○介護休暇　（年間180日以内で、配偶者または2親等以内の親族の介護にあたる場合）
【令和6年度の取得状況】　取得者：延べ　9人
　取得期間：1月以下4人、2月超4月以下1人、4月超4人

○介護時間　（1日につき2時間以内で、配偶者または2親等以内の親族の介護にあたる場
合）
【令和6年度の取得状況】3人
　取得期間：1月以下1人、1年超1人、2年超1人

勤務時間

有給休暇

○年次休暇　（1暦年につき20日付与。20日を限度に翌年に繰り越し可）
【令和6年の取得状況】　1人平均日数：15.28日

○病気休暇　（負傷又は疾病により療養を要する場合）

○特別休暇　（23種類）

正午　～　午後1時

午前8時40分　～　午後5時25分
休憩時間を除いて7時間45分で1週間当たり38時間45分

休憩時間

給料月額×在職月数×0.196月期 2.3ヶ月分

給
料

市　 長 1,016,000 給料月額×在職月数×0.45

副市長

区　　　分 月　　　額 期末手当 退職手当（任期毎に支給）

教育長 744,000

837,000

代表監査

給料月額×在職月数×0.29

給料月額×在職月数×0.15
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１３．休業制度

　職員の休業制度は次のとおりです。（令和7年4月1日現在）

(注)会計年度任用職員以外の職員

１４．分限及び懲戒の状況 (令和6年度)

(注)会計年度任用職員（フルタイム）を含みます。

１５．服務の状況 (令和6年度)

職務専念義務免除 営利企業等の従事許可

(注)会計年度任用職員（フルタイム）を含みます。

(注)会計年度任用職員以外の職員

１６．研修及び人事評価の状況
①職員研修制度

令和６年度職員研修実績

①指定研修

②法令研修

③派遣研修

 　・総務省自治大学校

 　・市町村職員中央研修所

 　・千葉県自治研修センター

　 ・一般財団法人自治体国際化協会

 　・全国地域リーダー養成塾

 　・経済産業省

④その他

特別研修、職場研修支援、自主研修支援を実施

子が3歳になるまで取得できる無給休業
【令和6年度の取得状況】女性50人、男性50人

部分休業
子が小学校就学の始期に達するまで保育園の送迎などのために30分単位で2時間まで取得できる無
給休業
【令和6年度の取得状況】女性22人、男性3人

育児短時間
勤務制度

配偶者同行
休業

公務において活躍することが期待される有為な職員の継続的な勤務を促進するため、職員が、外国
で勤務等をする配偶者と生活を共にすることを可能とする無給休業
【令和6年度の取得状況】女性1人、男性0人

小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため、常勤職員のまま、複数の勤務形態の中から選
択し、その選択した勤務形態により、希望する日及び時間帯に勤務することができる制度
【令和6年度の取得状況】女性7人、男性0人

自己啓発等
休業

大学等の課程の履修または国際貢献活動のための無給休業
【令和6年度の取得状況】女性0人、男性0人

修学部分
休業

大学等における修学のための部分的に取得できる無給休業
【令和6年度の取得状況】女性1人、男性0人

休業の名称 内　　　容

育児休業

計 109人

　時代の変化や市政の課題に的確に対応できる知識・能力を持った職員を育成するため、『人材育成基本方針』に基づき、指定研修、法令研
修、派遣研修などを実施した。

610人

16人

59人

1人

1人

1人

その他 36人

計 231人 計 6人

研修・講師依頼 52人 公務

職員団体の適法な交渉など 0人 講師

文化体育活動 6人 その他

254人

4人

7人

応募認定退職 15人 計 16人

0人

9人

分限処分 懲戒処分

降任 0人 戒告

免職 0人 減給

降給 0人 免職

4人

1人

1人

0人

休職 231人 停職
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②人事評価
　　市川市の人事評価制度は、昭和58年から「市川市勤務評定制度」として導入され、平成28年4月の地方公務員法改正により人事評価制度
へ移行しています。
　１年を上期と下期の半年毎に分けて、その間の職員の勤務状況を直属の上司が評価し、職員の育成や昇任、昇給等の処遇に反映させてい
ます。

市 川 市 職 員 人 事 評 価 実 施 要 綱
（総則）
第１条 市川市職員の人事評価は、地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）に定めるもののほか、この要綱に定めるとこ
ろにより実施する。

（目的）
第２条 人事評価は、適正な人事管理を図るとともに、職員の能力開発を促進し、効果的な人材育成を推進することを目的
とする

（定義）
第３条 この要綱において人事評価とは、実績主義及び能力主義に基づき、職員が割り当てられた職務を遂行した業績並
びにその職務を遂行する過程で認められた職員の能力及び勤務態度を公正かつ客観的に評価し、記録することをいう。

（被評価者の範囲）
第４条 人事評価は、全ての一般職の職員について実施する。ただし、市長が人事評価の実施を不適当又は不必要と認
める職員についてはこの限りでない。

（評価者、調整者、確認者）
第５条 人事評価の評価者、調整者及び確認者は、市長が管理職の中から別に指定するものとする。

（評価期間）
第６条 人事評価は４月１日から９月３０日および１０月１日から３月３１日までの６月の期間とし、評価基準日は９月３０日お
よび３月１日とする。ただし、採用から評価基準日までの期間が短い場合、その他やむを得ない事由により評価期間が短
い場合は、その勤務期間の実績に基づき評価するものとする。

（人事評価における評語の付与）
第７条 評価にあたっては、評価項目ごとにそれぞれの評価の結果に応じた評語を付すものとする。
２ 前項の評語は５段階とする。
３ 評価にあたっては、評語を付した理由その他参考となるべき事項を記載するものとする。

（評価の項目）
第８条 人事評価は評価期間の業務実績に基づき、別表に定める標準職務遂行能力について、成績評価、能力評価及び
情意評価について評価を行うものとする。

（評価の実施）
第９条 評価者は、被評価者の行動事実を観察し、評価に資する行動事実を記録するとともに、職員の勤務成績について
公正な評価を行い、別に定める人事評価記録書を作成し、評価するものとする。
２ 調整者は評定者が行った評定に補正の必要を認めた場合、評価者と協議をし、評価の補正をするものとする。
３ 確認者は調整者が行った調整を審査し、適当でないと認める場合には調整者に再調整を行わせた上で、評価が適当で
ある旨の確認を行うものとする。

（期首面談）
第１０条 評価者及び調整者は、評価期間の開始に際し、被評価者と面談を行い、評価期間の業務上の目標を確認するこ
とその他の方法により、当該被評価者が当該評価期間において果たすべき役割を明示することとする。

（期末面談及び結果の開示）
第１１条 評価者および調整者は、確認者の確認後に、被評価者に対し人事評価記録書を開示して期末面談を実施するも
のとする。

（苦情等の相談及び申出）
第１２条 被評価者は、人事評価に関する苦情等の相談及び申出を行うことができる。

（苦情処理委員会）
第１３条 被評価者からの人事評価に関する苦情等を適正に処理するため、市川市人事評価制度苦情処理委員会（以下
「委員会」という。）を設置する。
２ 委員会は委員長、副委員長および委員をもって組織する。
３ 委員長は総務部長、副委員長は総務部次長、委員は人事課長をもって充てる。
４ 委員会は苦情等の申出があったときは、申出の内容について審査し、審査結果を申出者および評定者に示すものとす
る。
５ 委員会は、審査結果の内容により必要があると認める場合は、適切な措置を指示することができる。
６ この条に定めるもののほか、苦情等の処理に関し必要な事項は、別に定める。

（結果の取扱）
第１４条 人事評価の結果は、被評価者の任用、給与、分限その他人事管理の基礎として活用するものとする。

（その他）
第１５条 この要綱に定めるもののほか、人事評価の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則
この要綱は、平成２８年４月１日から施行する。
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１７．福祉及び利益の保護の状況

①職員の福祉に関する措置

(1)市川市職員互助会

人

・令和6年度の決算の状況　

(2)千葉県市町村職員互助会

人
・市川市からの交付金率、会員の掛金率（令和6年度）

円

円

②公務災害及び通勤災害の状況

(注)会計年度任用職員以外の職員 (注)会計年度任用職員以外の職員

１８．退職管理の状況

１９．公平委員会の業務の状況

合計 35人 1人 0人 1人

74,685,000円 62,576,011円

歳出 74,685,000円 62,576,011円

  職員の福祉を行う千葉県市町村職員共済組合の補完組織として、会員掛金及び県内市町村等の負担金により各種事業等を行って
います。主な事業としては、出産費助成、介護休暇助成などの福祉増進事業があります。

・会員数（令和7年4月1日現在）　　 4,171

歳入

審査請求件数 0件

審査請求に係る裁決 0件

次長級（８級） 2人 0人 0人 0人

課長級（７級） 17人 0人 0人 0人

主幹級（６級） 12人 1人 0人 1人

　公平委員会の職務は、職員の勤務条件に関する措置の要求や職員に対する不利益な処分についての審査請求を審査し、必要な
措置を講ずることです。

措置要求件数 0件

部長級(９級） 4人 0人 0人 0人

交付金または掛金率 令和6年度実績

市川市からの交付金 4月1日現在の標準報酬の月額の負担金会計科目ごとの合計に1000分の3.6を乗じて得た額（年1回） 5,501,897

会員（職員）の掛金 4月1日現在の標準報酬の月額に1000分の3.6を乗じて得た額（年1回） 5,501,897

　職員の公務上または通勤による災害（負傷、疾病、障害または死亡）に対する補償をするもので、令和6年度の状況は次のとおりで
す。

公務災害の申請受理件数及び認定件数 通勤災害の申請受理件数及び認定件数

申請 19件 申請 10件

認定 19件 認定 10件

　管理監督職であった職員は、離職後２年間、営利企業以外の法人その他の団体の地位に就いた場合（報酬を得る場合に限る）また
は営利企業の地位に就いた場合は、市長に届出をしなければなりません。

退職者数 再就職者

再就職先の内訳

営利企業以
外の法人そ
の他の団体

営利企業

  職員及び家族の福利厚生の充実を目的として、昭和37年7月に市川市職員互助会が発足しました。会員掛金により各種事業等を
行っており、事業内容としては、福利厚生事業の他に給付事業、貸付事業などがあります。

・会員数（令和7年4月1日現在）　　 3,192

予算 決算
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